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小牧市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 

 小牧市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年小牧市規

則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「被災の月」を「被災の日」に改める。 

 第１６条を第１９条とし、第１５条の次に次の３条を加える。 

（小牧市災害弔慰金等支給審査委員会の委員長） 

第１６条 条例第１６条第１項に規定する小牧市災害弔慰金等支給審査委

員会（以下「委員会」という。）に委員長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第１７条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、会議において必要があると認めるときは、議事に関係のあ

る者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提

出を求めることができる。 

（庶務） 

第１８条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


